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１. 外来医療の機能の明確化・連携について

２．改革の方向性

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告（外来機能報告）する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関
（紹介受診重点医療機関）を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に
担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹介患者
への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」のイメージ〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部の医療機関に外来患者
が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進めていく必要｡

１．外来医療の課題

令和３年２月８日
社会保障審議会医療部会資料抜粋



良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
の一部を改正する法律の概要改正の趣旨

改正の概要

＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 （医療法） 【令和６年４月１日に向け段階的に施行】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

・ 当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施 等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直し （診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法） 【令和３年10月１日施行】

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法） 【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】 ※歯科医師も同様の措置

①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け （医療法）【令和６年４月１日施行】

医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【公布日施行】

令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担する

こととするほか、再編を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携 （医療法） 【令和４年４月１日施行】

医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

＜Ⅳ．その他＞ 持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長 【公布日施行】

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域の実情に応じた医療提供

体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の

強化等の措置を講ずる。

令和3年6月3日
社会保障審議会医療部会資料



○ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律（令和３年法律第49号。以
下「医療法等改正法」という。）については、令和３年５月21日に成立したところである。

○ 今後、医療法等改正法の着実な施行に向けた準備を進めて行く必要があり、各検討会等（医師の働き方改革の推進に関する検討
会、第８次医療計画に関する検討の場等）において、各改正項目の施行に向けた具体的な検討を行っていく。

（施行に向けて検討する改正項目）

・医師の働き方改革
追加的健康確保措置の詳細や医療機関勤務環境評価センターの運営に関する事項等の厚生労働省令で規定する内容等について検討

→医師の働き方改革の推進に関する検討会において検討

・医療関係職種の業務範囲の見直し
救急外来で業務を行う救急救命士の院内研修の実施方法等について検討
→救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会において検討

・新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け
第８次医療計画に向けた基本方針等の改正に関する検討を進める中で、具体的な記載項目等について検討
→第８次医療計画に関する検討の場を設けて検討

・外来医療の機能の明確化・連携
医療資源を重点的に活用する外来、外来機能報告、地域における協議の場、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関等

について検討 →第８次医療計画に関する検討の場の下に、ワーキンググループを設けて検討

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律の施行に向けて

※「医師養成課程等の見直し」については、医道審議会において、施行に向けた検討を実施
※「地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援」に関しては、公布日施行となっており、同日付けで、都道府県を通じ、取扱い等について周知済み

令和3年6月3日
社会保障審議会医療部会資料
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２. 外来機能報告について

＜対象医療機関＞

○ 報告の実施主体は、病床機能報告対象病院等（※）であって、外来医療を提供

するものの管理者
（※）病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するもの

○ また、患者を入院させる施設を有しない診療所（無床診療所）の管理者も、報

告することができるとされている。

○ 令和４年度は、国において、無床診療所のうち、医療資源を重点的に活用する

外来を行っている蓋然性の高い無床診療所を抽出し、あらかじめ報告を行う意向

を確認することを予定している。

（外来機能報告等に関するガイドラインより）
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２. 外来機能報告について

（外来機能報告等に関するガイドラインより）

＜報告項目＞



7

２. 外来機能報告について

（外来機能報告等に関するガイドラインより）

＜報告項目＞
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２. 外来機能報告について

（外来機能報告等に関するガイドラインより）

＜報告項目＞
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【参考】紹介受診重点医療機関について
令和4年3月16日

第7回外来機能報告等に関するワーキンググループ参考資料
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【参考】定額負担の対象病院の拡大について

○ 令和４年度診療報酬改定において、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介

状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲等が見直された。

○ 紹介受診重点医療機関のうち一般病床200床以上の病院については、令和４年10月１日以降、紹介状が

ない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。
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【参考】令和４年度診療報酬改定（外来医療の機能分化等）

（出典：外来機能報告等に関するガイドライン）
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【参考】令和４年度診療報酬改定（外来医療の機能分化等）

（出典：外来機能報告等に関するガイドライン）
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【参考】令和４年度診療報酬改定（外来医療の機能分化等）

（出典：外来機能報告等に関するガイドライン）
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３. 今後のスケジュールについて

○ 国が示した「外来機能報告等に関するガイドライン」によれば、令和４年度

以降の具体的な年間スケジュールは以下のとおりである。

令和４年度については、原則として、都道府県において令和５年３月までに

紹介受診重点医療機関を公表することが求められている。

○ 当該スケジュールを踏まえ、本県では、12月に提供される集計データを参考

に、第３回地域医療構想調整会議（１月末～２月頃開催予定）において、「紹

介受診重点医療機関」の明確化のための議論を行う。
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説明は以上です。


